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特
集
１ ＳＤＧｓに取り組もう

　2015 年 9 月に国連で採択された SDGs（エスディージーズ）は社会的な関心が年々高まっ
ており、企業、自治体、教育・研究機関など、様々な機関において取り組みが行われています。
ここでは、SDGs に関する基礎知識や成果目標、中小企業が SDGs に取り組むことで得られ
るメリットなどをご紹介します。

SDGsとは
　Sustainable Development Goals（持続可能な
開発目標）の頭文字をとった略称であり、2001
年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の
後継として、2015 年 9 月の国連サミットで加盟国
の全会一致で採択された「持続可能な開発のた
めの 2030 アジェンダ」に記載された、2030 年ま
でに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標で
す。
　SDGs は発展途上国のみならず、先進国自身
が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、
日本としても積極的に取り組んでいます。
　SDGs はＭＤＧｓを基に作られており、ＭＤＧｓ
の目標であった貧困や飢餓、差別の撲滅はもち
ろんのこと、「経済」「社会」「環境」といった 3
つの側面の調和を図りながら、全ての人々の生活
を改善し、世界をより良いものへと変革すること
を目指しています。

17の目標と169 のターゲット
　SDGs には 17 の目標があり、その目標を達成
するために、具体的にどのような行動を求めてい
るか整理した 169 のターゲットから構成されてい
ます。
　ここでは、17 の目標について、アイコン（図形）
と併せてご紹介します。

目標 1
貧困をなくそう
あらゆる場所で、あらゆる
形態の貧困に終止符を打
つ

目標 2
飢餓をゼロに
飢餓に終止符を打ち、食
料の安定確保と栄養状態
の改善を達成するとともに、
持続可能な農業を推進する

目標 3
すべての人に
健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての
人々の健康的な生活を確保
し、福祉を推進する
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目標 4
質の高い教育をみんなに
すべての人々に包摂的かつ
公平で質の高い教育を提
供し、生涯学習の機会を
促進する

目標 5
ジェンダー平等を
実現しよう
ジェンダーの平等を達成
し、すべての女性と女児の
エンパワーメントを図る

目標 6
安全な水とトイレを
世界中に
すべての人々に水と衛生へ
のアクセスを確保する

目標 7
エネルギーをみんなに
そしてクリーンに
手ごろで信頼でき、持続可
能かつ近代的なエネルギー
へのアクセスを確保する

目標 8
働きがいも経済成長も
すべての人々のための包摂
的かつ持続可能な経済成
長、雇用およびディーセン
ト・ワークを推進する

目標 9
産業と技術革新の
基盤をつくろう
レジリエントなインフラを
整備し、持続可能な産業
化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図
る

目標 10
人や国の不平等をなくそう
国内および国家間の不平等
を是正する

目標 11
住み続けられる
まちづくりを
都市を包摂的、安全、レ
ジリエントかつ持続可能に
する
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目標 12
つくる責任
つかう責任
持続可能な消費と生産のパ
ターンを確保する

目標 13
気候変動に
具体的な対策を
気候変動とその影響に立ち
向かうため、緊急対策を取る

目標 14
海の豊かさを守ろう
海洋と海洋資源を保全し、
持続可能な形で利用する

目標 15
陸の豊かさも守ろう
森林の持続可能な管理、
砂漠化への対処、土地劣
化の阻止および逆転、なら
びに生物多様性損失の阻止を図る

目標 16
平和と公正を
すべての人に
公正、平和かつ包摂的な
社会を推進する

目標 17
パートナーシップで
目標を達成しよう
持続可能な開発に向けて
グローバル・パートナーシッ
プを活性化する

中小企業にとっての SDGsとは？
　大企業を中心に広く取り組まれている SDGsで
すが、経営環境が大きく変化する状況の中で、
中小企業が SDGs に取り組むことには大きなメ
リットがあります。
　独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本
部が発行する「中小企業のための SDGs 活用ガイ
ドブック」によると、中小企業が SDGs に取り組
むことは、長期的な経営の強化や事業の持続性
につながり、結果として「会社の利益」につながり、
経営のプラスになるものと位置付けています。

SDGsへの取り組みは
「経営にプラスになるもの」

① SDGs の対象である「社会課題解決」の市
場規模は「1,200 兆円」と言われている！

② SDGs は世界に通じる「共通言語」。自社の
経営・事業を世に伝えやすくするもの。

③ 大企業や金融機関、投資家、消費者からの
信用、支持の獲得につながるもの。

④ 採用活動など人材確保に優位に働くととも
に、社員の企業への愛着、業務への誇りを
高めること等に寄与するもの。

⑤ さらに、社員の SDGs への意識・認識の高
まりは「社会課題解決」に資するニュービ
ジネスの創出や業務上の新たな改善等にも
つながるもの。

出展：中小企業のための SDGs 活用ガイドブック
（独）中小企業基盤整備機構 近畿本部
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富山県が SDGs宣言を募集
　富山県は令和元年 7 月に SDGs 未来都市に選
定され、各種施策の展開にあたりSDGs 達成の
観点を取り入れ、とやまの地方創生と国際社会の
共通目標の達成を目指しています。
　富山県では SDGs の取組みを推進するため、
県内の事業者や団体等の SDGs に関する取組み
を宣言いただく「富山県 SDGs 宣言事業」を実
施しています。

【目的】
・ 県内企業等の SDGs の取組みを「見える化」し、

県の専用サイト等で広く発信することにより、県
内企業等での SDGs の取組みや、県、市町村、
県内企業等の連携を促進する。

・ 県内企業等の事業活動と SDGs の関連性を認
識いただき、SDGs 宣言に掲げられた具体的な
取組みを進めることにより、SDGs の達成と合
わせて、県内企業等の成長・発展戦略につな
げる。

【事業概要】
（１）対象
　県内に本社又は支社等を有し、県内において
事業活動を行う企業、法人・団体、個人事業主

（２）応募要件
① 「富山県 SDGs 宣言事業」の趣旨に賛同し、

SDGs 推進に関し現に実施し、又は、実施す
る予定の取組みを SDGs 宣言として宣言して
いること

② SDGs の達 成に向けた目標と取 組内容が
SDGs の17 のゴール及び 169 のターゲットと関
連付けされていること

③ SDGs の達成に向けた取組内容がこの事業の
趣旨に照らして適切なものであること

（３）主な流れ
① 県内企業等において優先的に取組む課題や事

業を整理し、関連する SDGs の目標を確認
② ①の内容を基に SDGs 達成に向けた目標と取

組内容を「SDGs 宣言」として宣言、「SDGs
宣言書」を作成し、県へ提出

③ 県は「SDGs 宣言書」を県の専用サイトに掲載
（サイトでは SDGs に関する取組みやすい事例
やユニークな取組みなどを紹介）

④ 宣言企業等は、宣言した取組みについて、毎
年度、実施状況を県へ報告（専用サイトで紹介）

【宣言を行うメリット】
・ 県の専用ホームページ等で自社の SDGs の取

組みをＰＲできる。
・ お互いの取組みを知ることにより、他企業等と

の連携促進が期待できる。
・ 自社の事業等と SDGs の関連性の再認識によ

る従業員の理解促進とモチベーションアップに
つながる。

・ 企業イメージの向上による多様な人材の確保や
新たな事業機会の創出につながる。

【応募方法】
　県の専用サイトからご応募ください。

【応募期間】
第１次募集

終了しました。（宣言書は県の専用サイトに掲載）
第 2 次募集

9 月1日（水）～10 月 29 日（金）
専用サイト掲載：11 月15 日（月）予定 
※ 第 2 次募集終了以降は、随時募集を行いま
す。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
https://www.pref.toyama.jp/100202/kurashi/
chihousousei/030705sdgs.html

―  4  ― ―  5  ―



雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに、ぜひ、ご活用ください。

実際に助成金を受給するためには、各助成金の個別の要件も満たす必要があります。

・助成金の支給申請期間は、原則申請が可能となった日から２か月以内です。

○ 雇用関係助成金における「中小企業事業主」の範囲は、以下のとおりです。

○ ただし、以下の助成金については、範囲が異なります。

〈人材確保等支援助成金（中小企業団体助成コース）〉
　上記の表に加えて、以下の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業等も
「中小企業者」に該当

〈両立支援等助成金（女性活躍加速化コース）〉
　業種や資本金の額・出資の総額にかかわらず、常時雇用する労働者の数が300人以下

※医療法人などで資本金・出資金を有している事業主についても、上記の表の「資本金の額・出資の総額」または「常時雇用す
る労働者の数」により判定します。

※自動車・航空機用のタイヤ、チューブ製造業や工業用ベルト製造業を除く。

・雇用保険適用事業所の事業主
・期間内に申請を行う事業主
・支給のための審査に協力する事業主

資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
小売業（飲食店を含む） 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 １億円以下 100人以下
その他の業種 ３億円以下 300人以下

資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
ゴム製品製造業※ ３億円以下 900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業 ３億円以下 300人以下

旅館業 5,000万円以下 200人以下

受給対象となる事業主（事業主団体を含む）

中小企業事業主等の範囲

支給申請期間

ま
た
は

ま
た
は

特
集
２

雇用関係・労働条件等関係
助成金のご案内

Ⅰ 雇用関係助成金のご案内

・審査に必要な書類を整備・保管する。
・都道府県労働局・ハローワーク・（独）高齢･障害･求職者
雇用支援機構から書類の提出を求められたら応じる。
・都道府県労働局・ハローワーク・（独）高齢･障害･求職者
雇用支援機構の実地調査に応じる。

審査への協力の具体例
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　労働関係助成金は、助成金を申請する事業所が、次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に、助成の割増等
を行います。

（１）助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
　　・その３年度前（※１）に比べて６％以上伸びていること　または、
　　・その３年度前（※１）に比べて１％以上（6％未満）伸びていること（※２）

※１ ３年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要です。また、会計期間の変更などにより、会計年度が１年未満の期間がある場合は、当
該期間を除いて３年度前に遡って算定を行います

※２ この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること（一部の助成金を除く）
　☞ 「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業主の承諾を得た上で、事業の見立て（市場での成長性、競争優位性、事業特性

及び経営資源・強み等）を与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考に、割増支給等の判断を行うものです。
 なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額（借入の際の設定上限金額）が設定され

ている場合等も該当します。

（2）「生産性」は、次の計算式によって計算します。

※３　付加価値とは、企業の場合、営業利益＋人件費＋減価償却費＋動産・不動産賃借料＋租税公課、の式で算定され、直近の会計年度もその３年度
前もプラスであることが必要です。

　　　なお、企業会計基準を用いることができない事業所については、厚生労働省のホームページを参照いただくか管轄の都道府県労働局にお問い
合わせください。

　　・なお、ここでいう「人件費」は、従業員の給与や退職金等であり、役員報酬等は含めません。
　　・また、「生産性要件」の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが

必要です。

生産性要件について

生産性 ＝
付加価値（※3）
雇用保険被保険者数

詳しくは厚生労働省HP「事業主の方のための雇用関係助成金」をご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

雇用関係助成金に関するお問い合わせ先

過去に「雇用調整助成金」等の助成金を受給した事業主の皆さまへ

都道府県労働局、公共職業安定所（ハローワーク）、
（独）高齢･障害･求職者雇用支援機構 都道府県支部高齢･障害者業務課等

　毎月勤労統計調査の事案による再計算により、過去に「雇用調整助成金」等の助成金を受給した事業主で追加
支給の対象になる方に「お知らせ」の送付、お申し出の受付を行っています。

・ 平成23年度から平成30年度に受給し、労働局で追加支給の対象となることが確認できた事業主の方に対し、「お
知らせ」を送付しています。

・ 平成16年度から平成22年度に受給し、一定の要件に該当する場合に、追加支給の対象となる可能性があります
ので、当時受給していたことを確認できる書類をお持ちの場合は、関係書類とともにお申し出をお願いします。
必要な書類等、詳細についてはホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00036.html
▶毎月勤労統計調査に係る雇用・労災保険等の追加給付等に関するホームページ
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雇 用 関 係 助 成 金 一 覧

※ 助成金の財源は事業主拠出の雇用保険二事業です。★は障害者雇用納付金制度、☆は財源の一部が一般
会計の助成金です。

　 ◆は、生産性要件（一部成長性要件）を付与する助成金です。生産性要件を満たす場合の助成額は〈　〉で
記載しています。

※ 記載されている内容は概要です。詳細については、右記
の問い合わせ先にお尋ねください。

１ 雇用調整助成金 【労働局】
　景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余
儀なくされた場合（※1）に、休業、教育訓練、または出向（※2）によって、その
雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成
　（※１） 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近３か月間の月平均値

が、前年同期に比べ10％以上減少していること等
　（※２） ３か月以上１年以内の出向に限る

【休業・教育訓練の場合】
　休業手当等の一部助成２／３ （中小企業以外１／２）
　教育訓練を行った場合は、教育訓練費を１人１日あたり1,200円加算

【出向の場合】
　出向元事業主の負担額の一部助成２／３ （中小企業以外１／２）

２ 産業雇用安定助成金 【労働局】
　新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余
儀なくされた場合（※１）に、雇用の維持を図るため、出向（※２）によって、その
雇用する労働者を送り出す事業主、又は、当該労働者を受け入れる事業主に対
して助成
　（※１） 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近１か月間の値が、前年

同期に比べ５％以上減少していること等
　（※２） １か月以上２年以内の出向に限る（助成対象期間は12か月）

【出向運営経費】
　出向元事業主及び出向先事業主に対して、出向労働者の出向期間中に要する
賃金及び諸経費の一部を助成４／５（中小企業以外２／３）（※１）（1人1日当たり
出向元・先の計12,000円を上限）
　（※１） 出向元事業主が解雇等を行っていない等、雇用の維持に取り組んでいる場合

には、９／ 10（中小企業以外３／４）

【出向初期経費】
　出向元事業主及び出向先事業主に対して、出向に要する初期経費として１人あ
たり10万円（※２）
　（※２） 出向元事業主及び出向先事業主がそれぞれ一定の要件を満たす場合には、15

万円

３ 労働移動支援助成金 【労働局】
３－Ⅰ 再就職支援コース

　事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、再就職
を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託等して行う事業主（再
就職が実現した場合に限る）に対して助成

【再就職支援】
　委託費用の１／ 2（中小企業以外１／４）
　支給対象者45歳以上　委託費用の２／ 3（中小企業以外１／３）
　
　特例区分（※）に該当する場合、
　　委託費用の２／３（中小企業以外１／ 3）
　　支給対象者45歳以上　委託費用の４／５（中小企業以外２／５）
　　（１人あたり上限60万円）

　訓練を委託した場合、訓練実施に係る費用の２／ 3（上限30万円）
　グループワークを委託した場合、３回以上実施で1万円を加算

【休暇付与支援】
　日額8,000円（中小企業以外5,000円）を支給（上限180日分）
　離職後１か月以内に再就職を実現した場合、１人あたり10万円を加算

【職業訓練実施支援】
　教育訓練施設等に訓練を直接委託した場合、訓練実施に係る費用の２／３
　（上限30万円）

　（※） 職業紹介事業者との間の委託契約が一定基準に合致し、かつ、対象者が実際に
良質な雇用に再就職した場合

  A. 雇用維持関係の助成金

  B. 再就職支援関係の助成金

富山労働局 職業対策課 助成金センター
TEL. 076-432-9162

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 富山支部
TEL. 0766-26-1881

問い合わせ先
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３－Ⅱ 早期雇入れ支援コース◆
　事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者等を離職日の翌日か
ら3か月以内に雇い入れた事業主に対して助成

【早期雇入れ支援】（１年度１事業所あたり500人上限）
　通常助成 １人あたり30万円
　優遇助成（※１） １人あたり40万円（注）
　優遇助成（賃金上昇区分）（※２）　１人あたり60万円
　（雇入れから６か月経過後に40万円、さらに６か月経過後に20万円）

（注） 優遇助成について、新型コロナウイルス感染症の影響により事業縮小等を
行った事業所から離職した45歳以上の者を、離職前とは異なる業種の事
業主が雇い入れた場合は40万円を加算。

【人材育成支援（※３）】
　通常助成 OJT　訓練実施助成　800円／時
 Off -JT　賃金助成　900円／時＋訓練経費助成（上限30万円）
　優遇助成（※１）
 OJT　訓練実施助成　900円／時
 Off -JT　賃金助成　1,000円／時＋訓練経費助成（上限40万円）
　優遇助成（賃金上昇区分）（※２）
 OJT　訓練実施助成　1,000円／時
 Off -JT 賃金助成　1,100円／時＋訓練経費助成（上限50万円）

（※１） 成長性に係る一定の基準に合致する事業所の事業主が、事業再編等を行う事業
所から離職者を雇い入れた場合

（※２） 優遇助成の要件を満たす事業所の事業主が、対象者の採用１年後に賃金アップ
した場合

（※３） 早期雇入れ支援の対象者に対して、職業訓練を実施した場合に上乗せとして支給

  C. 転職・再就職拡大支援関係の助成金
４ 中途採用等支援助成金 【労働局】
4－Ⅰ 中途採用拡大コース◆

　中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用を拡大（①
中途採用率の拡大、②45歳以上の方を初めて採用または③中途採用に係る
情報公開を行い、中途採用者数の拡大）させた事業主に対して助成

【中途採用拡大助成】
　①の場合 50万円（※１）または70万円（※２）
 計画期間前の中途採用率が0％の場合、上記額に10万円を上乗せ
　②の場合 60万円または70万円（※３）
　③の場合 30万円（※４）

（※１）中途採用率を20ポイント以上向上させた場合
（※２）中途採用率を40ポイント以上向上させた場合
（※３）60歳以上の対象者を初採用した場合は70万円を支給
（※４）中途採用者の１年後の定着に対して20万円を上乗せ
【生産性向上助成（※５）】
　①の場合　〈25万円〉
　②の場合　〈30万円〉
　③の場合　〈15万円〉

（※５） 中途採用拡大に取り組む際に提出した中途採用計画の開始日の前年度から３年度
経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合（伸び率が６％以上のみ）に支給

4－Ⅱ UIJ ターンコース
　東京圏からの移住者（※）を雇い入れた事業主に対してその採用活動に要
した経費の一部を助成
※地方創生推進交付金を活用して地方公共団体が実施する移住支援事業を利用した

UIJ ターン者に限る

助成対象経費に1／ 3（中小企業は1／ 2）を乗じた額（上限100万円）

4－Ⅲ 生涯現役起業支援コース◆
　中高年齢者（40歳以上）が起業によって自らの就業機会の創出を図るとと
もに、事業運営のために必要となる労働者の雇入れ（※1）を行う際に要した、
雇用創出措置（※2）に対して助成

（※1） 60歳以上の者を1名以上、40歳以上60歳未満の者を2名以上、または40歳未
満の者を３名以上（40歳以上60歳未満の者を1名雇い入れる場合は40歳未満
の者を2名以上）

（※2） 対象労働者の雇入れにあたり、事業主が行うべき措置であって、募集及び採
用並びに教育訓練に関するもの

【雇用創出措置助成】
　起業者が60歳以上の場合 助成率　2 ／ 3 助成額の上限　200万円
　起業者が40歳～ 59歳の場合 助成率　1／ 2 助成額の上限　150万円

【生産性向上助成（※）】
〈上記により助成された額の25％の額〉
（※） 雇用創出措置に係る計画書を提出した年度から3年度経過後に申請し、生産性要

件を満たしていた場合（伸び率が6％以上のみ）に支給

  D. 雇入れ関係の助成金
５ 特定求職者雇用開発助成金 【労働局】
５－Ⅰ 特定就職困難者コース☆

　高年齢者（60歳以上65歳未満）や障害者などの就職が特に困難な者を、ハ
ローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する
労働者として雇い入れた（※）事業主に対して助成

（※） 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達す
るまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確
実と認められること

【高年齢者（60 ～ 64歳）、母子家庭の母等】
　1人あたり60万円（中小企業以外50万円）
　短時間労働者（※）は40万円（中小企業以外30万円）

【身体・知的障害者（重度以外）】
　1人あたり120万円（中小企業以外50万円）
　短時間労働者（※）は80万円（中小企業以外30万円）

【身体・知的障害者（重度または45歳以上）、精神障害者】
　1人あたり240万円（中小企業以外100万円）
　短時間労働者（※）は80万円（中小企業以外30万円）

（※）１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者（以下同じ）

―  8  ― ―  9  ―



５－Ⅱ 生涯現役コース
　65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹
介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた（※）事業主に
対して助成

（※） 雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが
確実であると認められること

1人あたり70万円（中小企業以外60万円）

短時間労働者は50万円（中小企業以外40万円）

５－Ⅲ 被災者雇用開発コース
　東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、ハローワークまたは民
間の職業紹介事業者等の紹介により、１年以上継続して雇用されることが見
込まれる労働者として雇い入れた（※）事業主に対して助成

（※） 雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見
込まれること

１人あたり60万円（中小企業以外50万円）

短時間労働者は40万円 （中小企業以外30万円）

５－Ⅳ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
　発達障害者または難病患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者
等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた（※）事業主に対
して助成

（※） 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達す
るまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確
実と認められること

１人あたり120万円（中小企業以外50万円）

短時間労働者は80万円（中小企業以外30万円）

５－Ⅴ　就職氷河期世代安定雇用実現コース
　いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャ
リア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者（※）を正規雇用労働
者（短時間労働者を除く）として雇い入れた事業主に対して助成

（※）次のいずれにも該当する者
　① 雇入れ日現在の満年齢が35歳以上55歳未満の者
　② 雇入れ日前直近５年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間

が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者
として雇用されたことがない者

　③ 紹介日時点で失業状態の者または非正規雇用労働者かつ、「ハローワークや職
業紹介事業者等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けている者」

　④ 正規雇用労働者として雇用されることを希望している者

1人あたり60万円（中小企業以外50万円）

５－Ⅵ　生活保護受給者等雇用開発コース
　地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保
護受給者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、
継続して雇用する労働者として雇い入れた（※）事業主に対して助成

（※） 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達す
るまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが
確実と認められること

1人あたり60万円（中小企業以外50万円）

短時間労働者は40万円（中小企業以外30万円）

６ トライアル雇用助成金 【労働局】
６－Ⅰ　一般トライアルコース

　職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者（※）を、
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行
雇用する事業主に対して助成

（※）次の①～⑤のいずれかに該当する者
① ２年以内に２回以上離職または転職を繰り返している者
② 離職している期間が１年を超えている者
③ 妊娠、出産または育児を理由として離職した者で、安定した職業に就いていな

い期間が１年を超えているもの
④ 55歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている者
⑤ 就職支援に当たって特別の配慮を要する以下の者
 生活保護受給者、母子家庭の母等、 父子家庭の父、 日雇労働者、季節労働者、

中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者

１人あたり月額最大４万円（最長３か月間）
　
対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
月額最大５万円（最長３か月間）

６－Ⅱ　障害者トライアルコース
　就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等
の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成

【精神障害者の場合】
・助成期間：最長６か月
・トライアル雇用期間：原則６～12か月
・助成額：雇入れから３か月間 → １人あたり月額最大８万円
・助成額：雇入れから４か月以降 → １人あたり月額最大４万円
【上記以外の場合】
・助成期間：最長３か月
・トライアル雇用期間：原則３か月。ただし、テレワークによる勤務を行う者は、

最大６か月まで延長可能。
・助成額：１人あたり月額最大４万円

６－Ⅲ　障害者短時間トライアルコース
　直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者
の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就
業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成

1人あたり月額最大4万円（最長12か月間）
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６－Ⅳ　新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
　新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、離職期間が３か月を超え、かつ、
就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、ハローワークまたは民間の
職業紹介事業者等の紹介により、１週間の所定労働時間が30時間以上で一定期
間試行雇用する事業主に対して助成

１人あたり月額最大４万円（最長３か月間）

６－Ⅴ　新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
　新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、離職期間が３か月を超え、かつ、
就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、ハローワークまたは民間の
職業紹介事業者等の紹介により、１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未
満で一定期間試行雇用する事業主に対して助成

１人あたり月額最大2.5万円（最長３か月間）

６－Ⅵ　若年・女性建設労働者トライアルコース
　若年者（35歳未満）又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、
トライアル雇用助成金（一般トライアルコース、障害者トライアルコース、新型コ
ロナウイルス感染症対応トライアルコース又は新型コロナウイルス感染症対応短
時間トライアルコース）の支給を受けた中小建設事業主に対して助成

１人あたり月額最大４万円（最長３か月間）
　
※新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合
　１人あたり月額最大2.5万円（最長３か月間）

7　地域雇用開発助成金 【労働局】
7－Ⅰ　地域雇用開発コース◆

　同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域または特定有人国境離島地域等
などにおいて、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、地域求職者等の雇入れ
を行った事業主に対して助成

事業所の設置・整備費用と対象労働者の増加数等に応じて48 ～760万円
〈60 ～ 960万円〉を支給（最大3年間（3回）支給）
創業の場合、1回目の支給において支給額の同額を上乗せ
中小企業の場合、1回目の支給において支給額の1/2相当額を上乗せ

7－Ⅱ　沖縄若年者雇用促進コース
　沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内居住の35歳未満の
若年求職者の雇入れを行った事業主に対して助成

支払った賃金に相当する額の１／３（中小企業以外１／４）
助成対象期間は１年間（定着状況が特に優良な場合は２年間）
定着状況が特に優良な場合の２年目の助成額
支払った賃金に相当する額の１／２（中小企業以外１／３）

８　障害者作業施設設置等助成金★ 【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】
　雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性によ
る就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成

支給対象費用の２／３

９　障害者福祉施設設置等助成金★ 【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】
　継続して雇用する障害者のために、その障害者の福祉の増進を図るための福祉
施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に
対して助成

支給対象費用の１／３

10　障害者介助等助成金★ 【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】
　雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の雇用管理のために、必要な介助者等
を配置または委嘱、職場復帰のために必要な職場適応措置を行う事業主に対して
助成

【職場介助者の配置または委嘱】　支給対象費用の３／４
【職場介助者の配置または委嘱の継続措置】　支給対象費用の２／３
【手話通訳、要約筆記等の担当者の委嘱】　委嘱１回あたりの費用の３／４
【障害者相談窓口担当者の配置等】
・担当者の増配置　担当者１人あたり月額８万円
・増配置した担当者が合理的配慮に係る相談業務以外にも従事　担当者１人
あたり月額１万円
・研修の受講
　（受講費）：障害者専門機関等に支払った額の２／３
　（賃金）：担当者1人あたり1時間につき700円
・障害者専門機関等への委嘱：対象経費の２／３
【職場支援員の配置】
・職場支援員を雇用契約により配置
 １人あたり月額４万円（中小企業以外月額３万円）
 短時間労働者は、月額２万円（中小企業以外月額1.5万円）
 ※職場支援員１人が支援する対象労働者の数は３人を上限
・職場支援員を委嘱契約により配置
 委嘱による支援１回あたり１万円（最大月4万円が上限）
 ※助成対象期間は、２年間（精神障害者は３年間）が上限

【職場復帰支援】
 １人あたり月額６万円（中小企業以外月額4.5万円）
 さらに、職種転換等に伴い、新たな職務の遂行に必要となる基本的な知

識・技術を習得するための講習を実施した場合に、要した経費に応じて
助成

 ５万円以上～10万円未満　１事業所あたり３万円（中小企業以外２万円）
 10万円以上～20万円未満　１事業所あたり６万円（中小企業以外4.5万円）
 20万円以上　１事業所あたり12万円（中小企業以外９万円）
 ※助成対象期間は、１年間が上限

  E. 雇用環境の整備関係等の助成金
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11　職場適応援助者助成金★ 【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】
　職場適応援助者（※）による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者
による支援を実施する事業主に対して助成（同一の企業在籍型職場適応援助者につ
いては申請事業所毎で１回まで）

（※）ジョブコーチとも呼ばれ、障害者、事業主および当該障害者の家族に対して障
害者の職場適応に関するきめ細かな支援をする者

【職場適応援助者による支援】
①訪問型職場適応援助者
　1日の支援時間が４時間以上（精神障害者は３時間以上）の日　1.6万円
　1日の支援時間が４時間未満（精神障害者は３時間未満）の　 8,000円
　　※助成対象期間は、１年８か月（精神障害者は２年８か月）が上限
②企業在籍型職場適応援助者
　〈精神障害者の支援〉
　１人あたり月額１２万円（中小企業以外月額９万円）
　短時間労働者は、月額６万円（中小企業以外月額５万円）
　〈精神障害者以外の支援〉
　１人あたり月額８万円（中小企業以外月額６万円）
　短時間労働者は、月額４万円（中小企業以外月額３万円）
　※助成対象期間は、６か月が上限

【職場適応援助者養成研修】
　職場適応援助者養成研修の受講料の１／２

12　重度障害者等通勤対策助成金★ 【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】
　雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応
じ通勤を容易にするための措置を行う事業主に対して助成

支給対象費用の３／４

13　重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金★ 【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構】
　重度障害者を多数継続して雇用（※）し、これらの障害者のために事業施設等の
整備等を行う事業主に対して助成

（※）重度障害者を１年を超えて10人以上継続して雇用し、継続して雇用している労働者数に
占める重度障害者の割合が20％以上であること

支給対象費用の２／３（特例の場合３／４）

14　人材確保等支援助成金 【労働局】
14－Ⅰ　雇用管理制度助成コース◆

　雇用管理制度（諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短
時間正社員制度）の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対し
て助成

【目標達成助成】57万円〈72万円〉

14－Ⅱ　介護福祉機器助成コース◆
　介護労働者の身体的負担を軽減するため新たな介護福祉機器の導入等を通じ
て従業員の離職率の低下に取り組む介護事業主に対して助成

【目標達成助成】支給対象費用の20％〈35％〉（上限150万円）

14－Ⅲ　中小企業団体助成コース
　都道府県知事に改善計画の認定を受けた事業主団体であって、その構成員で
ある中小企業の人材確保や従業員の職場定着を支援するための事業を行う事業
主団体に対して助成

事業の実施に要した支給対象経費の２／３
　　大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) 上限1,000万円
　　中規模認定組合等(同100以上500未満) 上限　800万円
　　小規模認定組合等(同100未満) 上限　600万円

14－Ⅳ　人事評価改善等助成コース◆
　生産性向上に資する能力評価を含む人事評価制度を整備し、定期昇給等のみ
によらない賃金制度を設けることを通じて生産性向上、賃金アップと離職率低下
を図る場合に助成

【目標達成助成（※）】　　〈80万円〉
（※） 評価時離床率算定期間終了後に、申請し、 生産性要件を満たす（伸び率が６％

以上の場合のみ）とともに、賃金アップと離職率低下を実現した場合に支給

14－Ⅴ　雇用管理制度助成コース（建設分野）◆
　①人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース）の支給を受けた上で本助
成コースが定める若年者及び女性の入職率に係る目標を達成した中小建設事業
主、②雇用する登録基幹技能者等の賃金テーブル又は手当を増額改定した中小建
設事業主に対して助成

①の場合
　第１回：57万円〈72万円〉
　第２回：85.5万円〈108万円〉
②の場合
　１人あたり年額6.65万円〈8.4万円〉又は3.32万円〈4.2万円〉（最長３年間）

14－Ⅵ　若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野）◆
①若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った建設
事業主または建設事業主団体、②建設工事における作業についての訓練を推進
する活動を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に対して助成

①の場合
【建設事業主】
　（中小建設事業主）　支給対象経費の３／５〈３／４〉
　（中小建設事業主以外の建設事業主）　支給対象経費の９／ 20〈３／５〉
※雇用管理研修等を受講させた場合、１人あたり日額8,550円〈10,550円〉加算（最
長6日間）

【建設事業主団体】
　（中小建設事業主団体）　支給対象経費の２／３
　（中小建設事業主団体以外の建設事業主団体）　支給対象経費の１／２
②の場合
　支給対象経費の２／３

14－Ⅶ　作業員宿舎等設置助成コース（建設分野）◆
　①被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建
設事業主、②自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した
中小元方建設事業主、③認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を
行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に対して助成

①の場合　支給対象経費の２／３
②の場合　支給対象経費の３／５〈３／４〉
③の場合　支給対象経費の１／２
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14－Ⅷ　外国人労働者就労環境整備助成コース◆
　外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備（就業規則等の多言語化など）を
通じて、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成

【目標達成助成】
支給対象経費の１／２〈２／３〉（上限57万円〈72万円〉）

14－Ⅸ　テレワークコース◆
　テレワークに係る制度を新たに整備し、テレワークを実施可能とする取組を行
う事業主に対して助成。
　所定のテレワーク実績基準及び離職率目標を満たした事業主に対して助成

【機器等導入助成】
　支給対象経費の30％　（上限額：１企業当たり100万円、１人当たり20万円）

【目標達成助成】
　支給対象経費の20％〈35％〉　（上限額：１企業当たり100万円、１人当た
り20万円）

15　通年雇用助成 【労働局】
　北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が特に高い地域において、冬期間
に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主に対して助成

【事業所内就業、事業所外就業】  支払った賃金の２／３（第１回目）
 支払った賃金の１／２（第２～３回目）

【休業】 休業手当と賃金の１／２（第１回目）、１／３（第２回目）
【業務転換】 支払った賃金の１／３
【訓練】 支給対象経費の１／２（季節的業務）、２／３（季節的業務以外）
【新分野進出】 支給対象経費の１／ 10
【季節トライアル雇用】 支払った賃金の１／２（減額あり）

16　65歳超雇用推進助成金 【（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構】
16－Ⅰ　65歳超継続雇用促進コース

　65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66
歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成

（①～⑤）
　他社による継続雇用制度の導入を行う送り出し事業主が、受入れ事業主の就
業規則改正等に必要な経費をすべて負担した場合、送り出し事業主に対して助成

（⑥）

【①65歳への定年の引上げ】　25・30万円
【②66歳～ 69歳への定年の引上げ】　30 ～105万円
【③70歳以上への定年の引上げ・定年の定めの廃止】　120・160万円
【④希望者全員を66歳～ 69歳の年齢まで継続雇用する制度導入】

15 ～ 60万円
【⑤希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入】80・100万円
※ 措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じ

て支給
※ 定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合、支給額はいずれか

高い額
※ 令和２年度までに支給申請し、69歳までの措置を実施し本コースを受給した事業

主が、令和３年度以降に70歳以上の雇用確保措置を実施した場合、令和３年度以
降の助成額から既受給額を差し引いた額を助成

【⑥他社による継続雇用制度の導入】　支給対象経費の１／２
※実施した措置の内容により上限あり（5 ～ 15万円）

16－Ⅱ　高年齢者評価制度等雇用管理改善コース◆
　高年齢者の雇用環境整備の措置(※)を実施する事業主に対して助成

（※） 高年齢者の雇用機会を増大するための雇用管理制度の見直しまたは導入及び健康診
断を実施するための制度の導入

支給対象経費（その経費が50万円を超える場合は50万円）の60％〈75％〉（中
小企業以外45％〈60％〉）
※ １事業主につき最初の支給に限っては、50万円の経費を要したものとみなします
※ 生産性要件を満たした場合の助成については、生産性の伸び率が１％以上（6％

未満）である場合の金融機関への事業性評価の対象外となっています

16－Ⅲ　高年齢者無期雇用転換コース◆
　50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に
対して助成

１人あたり48万円〈60万円〉（中小企業以外は38万円〈48万円〉）
※ 生産性要件を満たした場合の助成については、生産性の伸び率が１％以上（6％

未満）である場合の金融機関への事業性評価の対象外となっています

17　高年齢労働者処遇改善促進助成金 【労働局】
　60歳から64歳までの高年齢労働者に適用される賃金規定等を増額改定した事業
主に対して助成

事業所に雇用される労働者に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢
雇用継続基本給付金の減少額に以下の助成率を乗じた額を支給
※ 助成率は、増額改定した賃金規定等を適用した年度の助成率が適用されます

【令和３年度又は令和４年度】　４／５　（中小企業以外　２／３）
【令和５年度又は令和６年度】　２／３　（中小企業以外　１／２）

18　キャリアアップ助成金 【労働局】
18－Ⅰ　正社員化コース◆

　有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した事業主に対
して助成

①【有期→正規】１人あたり57万円〈72万円〉
　 （中小企業以外42.75万円〈54万円〉）
②【有期→無期】１人あたり28.5万円〈36万円〉
　 （中小企業以外21.375万円〈27万円〉）
③【無期→正規】１人あたり28.5万円〈36万円〉
　 （中小企業以外21.375万円〈27万円〉）
※ 正規雇用労働者には「多様な正社員（勤務地・職務限定正社員、短時間正社員）」

を含む
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合
 ①③１人あたり28.5万円〈36万円〉（中小企業以外も同額）加算
※ 支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
 １人あたり①9.5万円〈12万円〉（中小企業以外も同額）加算
  ②③4.75万円〈６万円〉（中小企業以外も同額）加算
※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定した場合
 ①③１事業所あたり9.5万円〈12万円〉（中小企業以外7.125万円〈９万円〉）加算
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18－Ⅱ　障害者正社員化コース
　障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して
助成

【重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者の場合】
①【有期→正規】1人あたり120万円(（中小企業以外90万円）
②【有期→無期】1人あたり60万円(（中小企業以外45万円）
③【無期→正規】1人あたり60万円(（中小企業以外45万円）

【重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、
高次脳機能障害と診断された者の場合】
①【有期→正規】1人あたり90万円(（中小企業以外67.5万円）
②【有期→無期】1人あたり45万円(（中小企業以外33万円）
③【無期→正規】1人あたり45万円(（中小企業以外33万円）
※当該額が対象労働者に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限
額として支給する。

18－Ⅲ　賃金規定等改定コース◆
　有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定（※）し、昇給させた事業主に対し
て助成

（※）賃金規定等を２％以上増額改定

【すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定した場合】
①【1 ～ 3人】１事業所あたり9.5万円〈12万円〉（中小企業以外7.125万円〈9万円〉）
②【4 ～ 6人】１事業所あたり19万円〈24万円〉（中小企業以外14.25万円〈18万円〉）
③【7 ～10人】１事業所あたり 28.5万円〈36万円〉（中小企業以外19万円〈24万円〉）
④【11 ～100人】１人あたり2.85万円〈3.6万円〉（中小企業以外1.9万円〈2.4万円〉）

【一部の賃金規定等を増額改定した場合】
①【1 ～ 3人】１事業所あたり4.75万円〈6万円〉（中小企業以外3.325万円〈4.2万円〉）
②【4 ～ 6人】１事業所あたり 9.5万円〈12万円〉（中小企業以外7.125万円〈9万円〉）
③【7 ～10人】１事業所あたり14.25万円〈18万円〉（中小企業以外9.5万円〈12万円〉
④【11～100人】１人あたり1.425万円〈1.8万円〉（中小企業以外9,500円〈1.2万円〉）
※中小企業において３％以上５％未満増額改定を行った場合
　・すべての賃金規定等改定　１人あたり1.425万円〈1.8万円〉加算
　・一部の賃金規定等改定　１人あたり7,600円〈9,600円〉加算
※中小企業において５％以上増額改定を行った場合
　・すべての賃金規定等改定　１人あたり2.375万円〈３万円〉加算
　・一部の賃金規定等改定　１人あたり1.235万円〈1.56万円〉加算
※職務評価を活用して増額改定を行った場合
　１事業所あたり19万円〈24万円〉（14.25万円〈18万円〉）加算

18－Ⅳ　賃金規定等共通化コース◆
　有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適
用した事業主に対して助成

１事業所あたり57万円〈72万円〉（中小企業以外42.75万円〈54万円〉）
※ 対象となる有期雇用労働者等が2人以上の場合、2人目から1人あたり2万円〈2.4

万円〉（中小企業以外1．5万円〈1.8万円〉）加算

18－Ⅴ　諸手当制度等共通化コース◆
　有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規定・適
用した事業主、または有期雇用労働者等を対象とする法定外の健康診断制度を
新たに規定・実施（※）した事業主に対して助成

（※）有期雇用労働者等に対して延べ４人以上に実施

１事業所あたり38万円〈48万円〉（中小企業以外28.5万円〈36万円〉）
※ 対象となる有期雇用労働者等が２人以上の場合（有期雇用労働者等に関する法

定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ４人以上実施した場合を除く）、２人
目から１人あたり1.5万円〈1.8万円〉

　（中小企業以外1.2万円〈中小企業以外1.4万円〉）加算
※ 対象となる諸手当制度を同時に２つ以上新たに規定・適用した場合、２つ目以降

の手当１つにつき、16万円〈19.2万円〉（中小企業以外12万円〈14.4万円〉）加算

18－Ⅵ　選択的適用拡大導入時処遇改善コース◆
　労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有
期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と
働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険
者とした事業主に対して助成
※ 当該有期雇用労働者等の基本給を増額した場合等に助成額を加算
※ 従業員数が100人を超える事業主は、一部の助成について令和３年９月30日までの時限

措置

【選択的適用拡大の導入に伴い、有期雇用労働者等の働き方の意向を適切に
把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施
し、かつ新たに被保険者とした場合】
１事業所当たり19万円〈24万円〉（14.25万円〈18万円〉）
賃金引上げ割合に応じて、１人あたり
　２％以上：1.9万円〈2.4万円〉（中小企業以外1.4万円〈1.8万円〉）加算
　３％以上：2.9万円〈3.6万円〉（中小企業以外2.2万円〈2.7万円〉）加算
　５％以上：4.7万円〈6万円〉（中小企業以外3.6万円〈4.5万円〉）加算
　７％以上：6.6万円〈8.3万円〉（中小企業以外5万円〈6.3万円〉）加算
　10％以上：9.4万円〈11.9万円〉（中小企業以外7.1万円〈8.9万円〉）加算
　14％以上：13.2万円〈16.6万円〉（中小企業以外9.9万円〈12.5万円〉）加算
※ 有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組（研修制度や評価の仕組み

の導入）を行った場合、10万円（中小企業以外7.5万円）加算

18－Ⅶ　短時間労働者労働時間延長コース◆
　短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新た
に被保険者とした事業主に対して助成

【週所定労働時間を５時間以上延長し、かつ新たに被保険者とした場合】
　１人あたり22.5万円〈28.4万円〉（中小企業以外16.9万円〈21.3万円〉）

【労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を１時間以上５時
間未満延長し、かつ新たに被保険者とした場合】
　１時間以上２時間未満　１人あたり4.5万円〈5.7万円〉
　　　（中小企業以外3.4万円〈4.3万円〉）
　２時間以上３時間未満　１人あたり9万円〈11.4万円〉
　　　（中小企業以外6.8万円〈8.6万円〉）
　３時間以上４時間未満　１人あたり13.5万円〈17万円〉
　　　（中小企業以外10.1万円〈12.8万円〉）
　４時間以上５時間未満　１人あたり18万円〈22.7万円〉
　　　（中小企業以外13.5万円〈17万円〉）
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19　両立支援等助成金 【労働局】
19－Ⅰ　出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）◆

　男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組
み、子の出生後８週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた事
業主及び育児目的休暇を導入し男性労働者の利用者が生じた事業主に対して助
成

①育児休業
【１人目の育休取得】　28.5万円〈36万円〉（中小企業57万円〈72万円〉）
【２人目以降の育休取得】
　a　14日以上１か月未満 14.25万円〈18万円〉
　b　１か月以上２か月未満 23.75万円〈30万円〉
　c　２か月以上 33.25万円〈42万円〉

（中小企業）
　a　５日以上14日未満 14.25万円〈18万円〉
　b　14日以上１か月未満 23.75万円〈30万円〉
　c　１か月以上 33.25万円〈42万円〉
　※１企業あたり１年度１0人まで
　※対象労働者の育休取得を後押しする取組を実施した場合、以下の金額を加算。
　　【１人目】 ５万円〈６万円〉（中小企業10万円〈12万円〉）
　　【２人目以降】 2.5万円〈３万円〉（中小企業５万円〈６万円〉）
②育児目的休暇
　14.25万円〈18万円〉（中小企業28.5万円〈36万円〉）
　　※１企業１回まで支給

19－Ⅱ　介護離職防止支援コース◆
　介護支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職
場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主、又は仕
事と介護との両立に資する制度（介護両立支援制度）の利用者が生じた中小企業
事業主に対して助成

　新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために有給休暇を取
得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成

①介護休業
　【休業取得時】　28.5万円〈36万円〉
　【職場復帰時】　28.5万円〈36万円〉
②介護両立支援制度28.5万円〈36万円〉
　※それぞれ、１企業あたり１年度５人まで支給
③新型コロナウイルス感染症対応特例
　【有給休暇取得日数が5日以上10日未満】　20万円
　【有給休暇取得日数が10日以上】　35万円
　　※１企業あたり、上記2つあわせて5人まで支給

19－Ⅲ　育児休業等支援コース◆
　育休復帰支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取
得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に
対して助成

　育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を原職復帰
させた中小企業事業主に対して助成

　育児休業から復帰後の支援として、法を上回る子の看護休暇制度や保育サービ
ス費用補助制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成

　新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により子どもの
世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇
の利用者が出た事業主に対して助成

①育休取得時　28.5万円〈36万円〉
②職場復帰時　28.5万円〈36万円〉
※ 業務代替労働者への職場支援等の取組をした場合②の金額に19万円〈24万円〉加算
※ １企業あたり雇用期間の定めのない労働者１人、有期雇用労働者1人の計２人まで支給
③代替要員確保時　47.5万円〈60万円〉
※ 育児休業取得者が有期雇用労働者の場合、9.5万円〈12万円〉加算
※ １企業あたり１年度10人まで支給（最初の支給から５年間に限る）
④職場復帰後支援
　【子の看護休暇制度】
　・制度導入時　28.5万円〈36万円〉
　・制度利用時　取得した休暇時間数に1,000円〈1,200円〉を乗じた額
　【保育サービス費用補助制度】
　・制度導入時　28.5万円〈36万円〉
　・制度利用時　事業主が負担した費用の３分の２の額
※ 制度導入時の助成は「子の看護休暇制度」「保育サービス費用補助制度」いずれ

かについて、１企業あたり１回まで支給
※ 制度利用時の助成は１企業１年度あたり「子の看護休暇制度」は200時間<240時

間>、「保育サービス費用補助制度」は20万円<24万円>まで支給
⑤新型コロナウイルス感染症対応特例
　対象労働者１人当たり5万円
※ １企業あたり対象労働者延べ10人まで支給（上限50万円）

19－Ⅳ　女性活躍加速化コース◆
　常時雇用する労働者が300人以下の中小企業事業主が、女性活躍推進法に基
づき、自社の女性の活躍推進に関する数値目標及び数値目標の達成に向けた取
組目標を盛り込んだ行動計画を策定し、女性が活躍しやすい職場環境の整備等
の取組を行い、目標を達成した場合に助成

１企業1回限り
　　数値目標達成時　　　　47.5万円〈60万円〉

19－Ⅴ　事業所内保育施設コース
　労働者のための保育施設を事業所内に設置、運営などを行う事業主・事業主
団体に対してその費用の一部を助成

※平成28年４月１日以降、新規申請受付は停止しています

設置費
　設置費用の2/3(中小企業以外1/3)※上限2,300万円(中小企業以外1,500
万円)
運営費
　年間の１日平均保育乳幼児１人あたり
　年額45万円（中小企業以外34万円）
　※上限1,800万円（中小企業以外1,360万円）
増築または建替え費
　増築費用の1/2(中小企業以外1/3)※上限1,150万円(中小企業以外750万

円)
　建替え費用の1/2(中小企業以外1/3)※上限2,300万円(中小企業以外

1,500万円)

  Ｆ．仕事と家庭の両立支援関係等の助成金
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19－Ⅵ　新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
　新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導に
より、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給（年次有給休暇
で支払われる賃金相当額の６割以上）の休暇制度（年次有給休暇を除く）を設け、
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知
し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に対して助成

①対象となる労働者
　新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な
妊娠中の女性労働者（雇用保険被保険者に限る）
②支給額
　対象労働者１人当たり 28.5万円（１事業所当たり５人まで）
③対象期間等
　令和３年４月１日～令和４年１月31日

（※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間）
※上記に加えて、左記の休暇制度を設け、新型コロナウイルス感染症に関す
る母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を５日以上労
働者に取得させた事業主に対する助成金を設けている（15万円 １回限り）

19－Ⅶ　不妊治療両立支援コース◆
　不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度（①不妊治療のための休
暇制度（特定目的・多目的とも可））、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、
④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制度、⑥テレワーク）の利用しやすい環境
整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度や①～⑥の
両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成

①環境整備、休暇の取得等
　 １事業主当たり ２８．５万円〈３６万円〉
※「不妊治療プラン」を策定し、不妊治療と仕事の両立のための社内のニーズ
の調査や、利用できる休暇制度等の周知を行い、当該プランに基づき、休
暇制度・両立支援制度を合計５日（回）以上利用労働者に取得又は利用させ
た事業主
②長期休暇の加算
　 １人当たり ２８. ５万円〈３６万円〉
※連続２０日以上休暇を取得し、原職復帰後３か月以上継続勤務させた場合１
事業主当たり、１年度５人まで

20　人材開発支援助成 【労働局】
20－Ⅰ　特定訓練コース◆

　OJTとOff -JTを組み合わせた訓練や若年者に対する訓練、労働生産性の向上
に資するなど訓練効果が高い10時間以上の訓練について助成

①【賃金助成】　１時間あたり760円（中小企業以外380円）
②【訓練経費助成】　実費相当額の45%（中小企業以外30%）
　　※特定分野認定実習併用職業訓練の場合は60%（中小企業以外45%）
③【ＯＪＴ実施助成】　１時間あたり665円（中小企業以外380円）

【生産性向上助成（※）】
①の場合　１時間あたり〈200円〉（中小企業以外〈100円〉）
②の場合　実費相当額の〈15%〉（中小企業以外〈15%〉）
③の場合　１時間あたり〈175円〉（中小企業以外〈100円〉）

（※） 訓練開始日の前年度から３年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場
合（伸び率が６％以上のみ）に支給

20－Ⅱ　一般訓練コース◆
職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上の訓練に対して助成 ①【賃金助成】　１時間あたり380円

②【訓練経費助成】　実費相当額の30%
【生産性向上助成（※）】
①の場合　１時間あたり〈１00円〉
②の場合　実費相当額の〈15%〉

（※） 訓練開始日の前年度から３年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場
合（伸び率が６％以上のみ）に支給

20－Ⅲ　教育訓練休暇付与コース◆
①有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受け
た場合、もしくは②有給又は無給の長期の教育訓練休暇制度を導入し、労働者
が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成

①の場合
【定額助成】　30万円
②の場合

【経費(定額）助成】20万円
【賃金助成（※１）】１人１日あたり6,000円
（※１）最大150日分の日額助成とし、雇用する企業全体の被保険者数が100人未満の
企業は１名分、同100人以上の企業は２名分を支給対象者数の上限とし、長期教育
訓練休暇の取得期間に、当該休暇を取得する被保険者に対し所定労働時間労働し
た場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主のみ助成対象とする

【生産性向上助成】
①の場合 【定額助成】〈6万円〉
②の場合（※２） 【経費（定額）助成】〈4万円〉
 【賃金助成】〈1,200円〉

（※２） 休暇取得開始日の前年度から３年度経過後に申請し、生産性要件を満たして
いた場合（伸び率が６％以上のみ）に支給

  G．人材開発関係の助成金
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20－Ⅳ　特別育成訓練コース◆
有期契約労働者等に対して職業訓練を行った事業主に対して助成 ①【Off -JT 賃金助成】 １時間あたり760円（中小企業以外475円）

【Off -JT 訓練経費助成】 実費助成（※１）
　（※１）訓練時間数に応じて1人あたり次の額を限度
　　【一般職業訓練、 有期実習型訓練 】
　　　20時間以上100時間未満 10万円（中小企業以外７万円）
　　　100時間以上200時間未満 20万円（中小企業以外15万円）
　　　200時間以上 30万円（中小企業以外20万円）
②【OJT 訓練実施助成】 １時間あたり760円（中小企業以外665円）

【生産性向上助成（※２）】
①の場合　１時間あたり200円（中小企業以外125円）
②の場合　１時間あたり200円（中小企業以外175円）

（※２） 訓練開始日の前年度から３年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた
場合（伸び率が６％以上のみ）に支給

20－Ⅴ　建設労働者認定訓練コース◆
①職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主または中小建設
事業主団体（※１）、②雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小
建設事業主（※２）に対して助成

（※１） 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金の交付を受けた
中小建設事業主または中小建設事業主団体に限る

（※２） 人材開発支援助成金（特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースのい
ずれかのコース）の支給を受けた中小建設事業主に限る

①の場合
【経費助成】
　広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金におけ
る補助対象経費の１／６
②の場合

【賃金助成】　１人あたり日額3,800円
②の場合（生産性向上助成（※））

【賃金助成】　１人あたり日額〈1,000円〉
（※） 訓練開始日の前年度から３年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場

合（伸び率が６％以上のみ）に支給

20－Ⅵ　建設労働者技能実習コース◆
　雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主または建設事
業主団体に対して助成

【経費助成(建設事業主)】
　（20人以下の中小建設事業主）　支給対象費用の３／４
　（21人以上の中小建設事業主）
　　３５歳未満　支給対象費用の７／１０
　　３５歳以上　支給対象費用の９／２０
　（中小建設事業主以外の建設事業主）支給対象費用の３／５（※１）
　　（※１）　女性の建設労働者に技能実習を受講させた場合に限る

【経費助成(建設事業主)（生産性向上（※２））】
　　支給対象費用の〈３／２０〉

（※２）訓練開始日の前年度から３年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた
場合（伸び率が６％以上のみ）に支給

【経費助成(建設事業主団体)】
　（中小建設事業主団体）　支給対象費用の４／５
　（中小建設事業主団体以外の建設事業主団体）　支給対象費用の２／３（※１）

【賃金助成】（最長20日間）
　（20人以下の中小建設事業主）　１人あたり日額8,550円（9,405円（※３））
　（21人以上の中小建設事業主）　１人あたり日額7,600円（8,360円（※３））
　（※３）建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合

【賃金助成】（生産性向上助成（※２））
　（20人以下の中小建設事業主）　１人あたり日額〈2,000円〉
　（21人以上の中小建設事業主）　１人あたり日額〈1,750円〉

20－Ⅶ　障害者職業能力開発コース
　障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に助成 【施設設置費】 支給対象費用の３／４

【運営費】 支給対象費用の３／４（重度障害者等は４／５）

21　職場適応訓練費 【労働局】
　都道府県労働局長の委託を受けて職場適応訓練を実施した事業主に対して助成
※ 職場適応訓練費は、雇用関係助成金とは異なりますが、事業主拠出の雇用保険二事業

を財源とする制度です

【一般の職場適応訓練（月額）】
　2.4万円（重度の障害者以外）　2.5万円（重度の障害者）

【短期の職場適応訓練（日額）】
　960円（重度の障害者以外）　1,000円（重度の障害者）

　雇用関係助成金の申請や、助成対象の診断及び受給額の無料査定をするといった記載の書面を一方的に送付（FAX）するこ
とによって助成金の活用を勧誘する業者の情報が寄せられています。厚生労働省や労働局・ハローワークでは、このような勧
誘に関与している事実はありませんので、十分に御注意ください。

雇用関係助成金に関する勧誘にご注意ください。
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雇 用 関 係 助 成 金 に 関 す る 留 意 事 項

雇用関係助成金を受給できない事業主（事業主団体を含む）

上記のいずれかに該当する場合は、全ての雇用関係助成金に共通して受給できません。
また、このほかに各助成金の個別の要件を満たさない場合も受給できません。

●平成31年４月１日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給（※１）による不支給決定又は支給決
定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日又は支給決定取消日から５年を経過していない事業
主。

 なお、支給決定取消日から５年を経過した場合であっても、不正受給による請求金（※２）を納付して
いない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付日まで申請できません。

※１ 不正受給とは、偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金を受け、または受けようとする
ことをいいます。例えば、離職理由に虚偽がある場合（実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合
であるなど）も、不正受給に当たります

※２ 請求金とは、①不正受給により返還を求められた額、②不正受給の日の翌日から納付の日まで、年３％の
割合で算定した延滞金、③不正受給により返還を求められた額の20％に相当する額の合計額です

●平成31年４月１日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役
員等として不正受給に関与した役員等がいる場合は、申請することができません（※３）。

※３ この場合、他の事業主が不支給決定日又は支給決定取消日から５年を経過していない場合や支給決定取
消日から５年を経過していても、不正受給に係る請求金を納付していない場合（時効が完成している場合
を除く）は、申請できません

●支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない事業主。
●支給申請日の前日から過去１年間に、労働関係法令の違反を行った事業主。
●性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業

主。
 ※ これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者（事務、清掃、送迎運転、調理など）の雇い

入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。また、雇い入れ以外の助成金についても、
例えば旅館事業者などで、許可を得ているのみで接待営業が行われていない場合や、接待営業の規模が事業
全体の一部である場合は、受給が認められます。なお、「雇用調整助成金」及び「産業雇用安定助成金」につ
いては、性風俗関連営業を除き、原則受給が認められます

●事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合。
●事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第４条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は

行う恐れがある団体に属している場合。
●支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主。
●不正受給を理由に支給決定を取り消された場合に、都道府県労働局が事業主名等を公表することに

ついて、同意していない事業主。
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〈 雇 用 関 係 助 成 金 申 請 に 当 た っ て の ご 注 意 〉

事業主の方へ

● 不正受給を行った事業主は、

  ①返還額の20％に相当する額が請求されます。

  ②事業主名等が原則公表されます。

● 不正に関与した社会保険労務士又は代理人（弁護士を含む）が事業主の申請等を代わって行った

場合、助成金の支給対象とならない場合（※１）があります。

※１ 助成金の支給対象とならない場合とは、不正に関与した社会保険労務士又は代理人（弁護士を含む）が

申請を代わって行う場合です。

● 訓練（※２）の実施が要件となっている助成金について、不正に関与した訓練実施者が行った訓練

については、助成金の支給対象とならない場合（※３）があります。

 不正に関与した訓練実施者については、厚生労働省ホームページ（「事業主の方のための雇用関係

助成金」）に掲載しますので、ご確認ください。

※２ ここでいう訓練とは、職業訓練、教育訓練など訓練名称の如何を問わず、広く研修等を含みます

※３ 助成金の支給対象とならない場合とは、不正に関与した訓練実施者が行う訓練計画を立てて（又は計画

のない場合は訓練を実施して）申請を行う場合です。

● 「支給要件確認申立書」をご提出ください。「支給要件確認申立書」は申請の都度、提出する必要

があります。

● 原則として、提出された書類により審査を行います。書類の不備にはご注意ください。

● 都道府県労働局に提出した支給申請書、添付書類の写しなどは、支給決定されたときから５年間

保存しなければなりません。

● 雇用関係助成金の支給・不支給の決定、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法上の不服申立

ての対象とはなりません。

● 国、地方公共団体（地方公営企業法第２条の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業を

除く。）、独立行政法人通則法第２条第４項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人第２

条第２項に規定する特定地方独立行政法人に対しては、雇用関係助成金は支給されません。

● 雇用関係助成金関係書類を郵送する場合は、郵送事故を防ぐため、簡易書留等、必ず配達記録が

残る方法により送付してください。また、申請期限までに到達していることが必要です。

 原則として提出された書類により審査を行いますので、書類の不備や記入漏れがないよう、事前に

よくご確認ください。なお、助成金申請窓口でのご持参による受付も引き続き行っています。

―  18  ― ―  19  ―



職場環境の改善、生産性向上に向けた取組などに、ぜひ、ご活用ください。

Ⅱ 労働条件等関係助成金のご案内

● 労働条件等関係助成金は主に中小企業事業主を対象としています。
● 各助成金によって申請期間が異なりますのでご注意下さい。なお、対象事業主数は国の予算額に制約されるため、申請
期間中に受付を締め切る場合があります。

● お問い合わせ先は各助成金によって異なります。（ハローワークでは申請を受け付けていないのでご注意下さい。）
● 偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた場合、交付決定の内容や付された条件に違反した場合は、助成金
の返還を求めることがあります。また、５年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

● 中小企業事業主の範囲は、
右のとおりです。

資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
小売業（飲食店を含む） 5,000万円以下

ま
た
は

50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 １億円以下 100人以下
その他の業種 ３億円以下 300人以下

受給対象となる事業主・申請期間

留意事項

中小企業事業主の範囲

労 働 条 件 等 関 係 助 成 金 一 覧
※ 助成金の財源は事業主拠出の労災保険料です。ただし、「業務
改善助成金」は一般会計、「退職金共済制度に係る新規加入
等掛金助成」は労災保険料と雇用保険料の折半となっていま
す。◆は、生産性要件を付与する助成金です。

※ 記載されている内容は概要です。詳細については、右記の問い
合わせ先にお尋ねください。

【労働局】
富山労働局 雇用環境・均等室　企画 TEL 076-432-2728
 労働基準部　健康安全課 TEL 076-432-2731
その他、各助成金に応じて、(独)労働者健康安全機構、(独)勤労者
退職金共済機構が問い合わせ先となります。

問い合わせ先

  A. 生産性向上等を通じた最低賃金の引上げを支援するための助成金

１ 業務改善助成金◆ 【労働局】

　事業場内で最も低い労働者の賃金（事業場内最低賃金）を引き
上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業事業主に
対して助成

（１）助成率
設備投資等に要した費用の３／４＜４／５＞（※＜＞は生産性要件を満たす場合）
なお、事業場内最低賃金900円未満の事業場で助成対象となった場合は、設備投資等に要
した費用の４／５＜９／１０＞

（２）上限額
【20円以上引き上げた場合】
引上げ労働者数１人の場合は20万円、２～３人の場合は30万円、４～６人の場合は50万円、
７人以上の場合は70万円

【30円以上引き上げた場合】
引上げ労働者数１人の場合は30万円、２～３人の場合は50万円、４～６人の場合は70万円、
７人以上の場合は100万円

【60円以上引き上げた場合】
引上げ労働者数１人の場合は60万円、２～３人の場合は90万円、４～６人の場合は150万円、
７人以上の場合は230万円

【90円以上引き上げた場合】
引上げ労働者数１人の場合は90万円、２～３人の場合は150万円、４～６人の場合は270万円、
７人以上の場合は450万円
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２　働き方改革推進支援助成金 【労働局】

２－Ⅰ　労働時間短縮・年休促進支援コース

労働時間の短縮や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境
整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサル
ティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果
を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成

（１）助成率
３／４（事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を
超える場合は4/5を助成）

（２）上限額
成果目標の達成状況に基づき、最大200万円　（一定要件の場合、最大440万円）

２－Ⅱ　勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバル制度を導入し、その定着を促進することを
目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用
機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対し
て、その経費の一部を助成

（１）助成率
３／４（事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を
超える場合は４／５を助成）

（２）上限額
インターバル時間数等に応じて、
①９時間以上11時間未満 80万円 （一定要件の場合、最大320万円）
②11時間以上 100万円 （一定要件の場合、最大340万円）　など

２－Ⅲ　労働時間適正管理推進コース

労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、外部
専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を
実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一
部を助成

（１）助成率
３／４（事業規模30人以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を
超える場合は、４／５）

（２）上限額
50万円（一定要件の場合、最大290万円）

２－Ⅳ　団体推進コース

中小企業の事業主団体において、傘下企業の労働時間短縮や
賃金引上げに向けた生産性向上に資する取組に対して、その
経費を助成

（１）助成率
定額

（２）上限額
500万円
都道府県又はブロック単位で構成する中小企業の事業主団体（傘下企業数が10社以上）の
場合は上限額1,000万円

  C. 受動喫煙防止対策を支援するための助成金

３ 受動喫煙防止対策助成金 【労働局】

　労働者の健康を保護する観点から、事業場における受動喫煙
を防止するための効果的な措置を講じた事業主に対して助成

（１）助成率
２／３（飲食店以外は１／２）

（２）上限額
100万円

  D. 産業保健活動を支援するための助成金

４　産業保健関係助成金 【（独）労働者健康安全機構】

４－Ⅰ ストレスチェック助成金

　産業医の要件を備えた医師と契約し、ストレスチェック等を
実施した小規模事業場に対して助成

①ストレスチェックの実施に対する助成
②ストレスチェック実施後の医師による面接指導・意見陳述に
対する助成

①従業員1人につき500円を上限として、その実費額
②医師による活動１回につき21,500円を上限として、その実費額
　（一事業場につき年３回が限度）

  B. 労働時間等の設定改善を支援するための助成金
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４－Ⅱ　職場環境改善計画助成金

　ストレスチェック実施後の集団分析を踏まえ、

【事業場コース】 専門家の指導に基づき、職場環境改善計画を
作成・実施した事業場に対して助成

【建設現場コース】専門家の指導に基づき、職場環境改善計画
を作成・実施した建設現場に対して助成

【事業場コース】10万円を上限として、指導費用の実費額（将来にわたって１回限り）
【建設現場コース】10万円を上限として、指導費用の実費額（同一年度同一県内の建設会社
に１回限り）

４－Ⅲ　心の健康づくり計画助成金

　メンタルヘルス対策促進員の助言・支援（訪問３回まで）を受
け、心の健康づくり計画（ストレスチェック実施計画を含む。）
を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した事業主
に対して助成

一律10万円
（一企業につき将来にわたって１回限り）

４－Ⅳ　小規模事業場産業医活動助成金

　小規模事業場が産業医等と契約して産業医活動を実施した
事業主に対して助成

【産業医コース】産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全
部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行
われた場合に助成

【保健師コース】保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施
する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に助
成

【直接健康相談環境整備コース】産業医契約又は産業保健師契
約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接
健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結し、労働者
へ周知した場合に助成

６か月当たり10万円を上限として、その実費額
（一事業場につき将来にわたって２回限り）

４－Ⅴ　治療と仕事の両立支援助成金

　労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立できる制度
の導入等を行った事業主に対して助成

【環境整備コース】新たに両立支援制度の導入を行い、かつ、
両立支援コーディネーターを配置した場合に助成

【制度活用コース】両立支援コーディネーターを活用し、両立支
援制度を用いた両立支援プランを策定し、実際に適用した場
合に助成

【環境整備コース】２０万円（１回のみ）
【制度活用コース】２０万円（１事業主あたり有期契約労働者１人、雇用期間の定めのない労働
者１人の計２人まで）

４－Ⅵ　副業・兼業労働者に対する健康確保措置助成金

　事業場が、副業・兼業労働者の健康確保のため、一般健康
診断を実施した場合に助成

副業・兼業労働者１人につき１万円を上限として、その実費額、１事業場当たり10万円が上限

４－Ⅶ　事業場における労働者の健康保持増進計画助成金

　事業場が、「事業場における労働者の健康保持増進ための指
針」に基づき、健康保持増進計画を作成し、健康保持増進措
置を実施した場合に助成

10万円を上限として、健康測定・健康指導・研修等の費用の実費額（将来にわたって１回限り）

  E．最新の安全規格に適合するための補助金

５　既存不適合機械等更新支援補助 【労働基準局安全衛生部安全課】

　構造規格改正時に設けられた経過措置により最新の構造規格
の適用が猶予され、最新の構造規格に適合しないものを所有す
る中小企業等に対して、買換え等に要する費用の一部を助成
①移動式クレーン構造規格に規定する過負荷防止装置を備えて
いない既存の移動式クレーン（3t未満）の改修・買い換え等
②墜落制止用器具の規格に適合していない既存の安全帯の買い
換え

① １機あたり、補助対象経費（買い換え等の経費）と基準額（100万円）と比較して、少ない
方の額の２分の１

 （複数の申請があった場合、同一申請者あたりの交付額の合計は150万円を上限とする。）
② １本あたり、補助対象経費（買い換えの経費）と基準額（２万円）と比較して、少ない方の

額の２分の１
 （複数の申請があった場合、同一申請者あたりの交付額の合計は30万円を上限とする。）
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  F．高齢者の安全衛生確保対策を支援するための補助金

６　エイジフレンドリー補助金 【労働基準局安全衛生部安全課】

　60歳以上の高齢者を雇用する中小企業事業者を対象に、安全
衛生確保に係る取組について費用の一部を助成

（取組例）
・身体機能の低下を補う設備・装置の導入
・働く高齢者の健康や体力の状況の把握等
・高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育

間接補助対象経費の２分の１又は１００万円のいずれか低い方の額

  G．溶接ヒューム濃度測定のための補助金

７　有害物ばく露防止対策補助 【労働基準局安全衛生部化学物質対策課】

　作業環境測定機関（作業環境測定を行うことが作業場の種類
について、作業環境測定法施行規則別表第４号の登録を受けて
いるもの）が実施した金属アーク溶接等作業中の労働者に試料採
取機器（サンプラー及びポンプ）を装着することによる溶接ヒュー
ム等の濃度測定、採取された試料の原子吸光分析等の方法によ
る分析を実施した中小企業事業者に対して、その費用の一部を
助成

（１）金属アーク溶接等作業従事労働者１名につき20,000円まで（補助率1/2）
（２）申請できる金属アーク溶接従事労働者の人数は当該事業場のうち１作業場当たり最大２名
（３）補助額の合計は１事業場当たり最大８万円

  H．退職金制度の確立等を支援するための助成

８　中小企業退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成 【（独）勤労者退職金共済機構】

８－Ⅰ　一般の中小企業退職金共済制度に係る掛金助成

　中小企業退職金共済制度に新たに加入する事業主や、既に
同制度に加入している事業主が掛金月額を増額する場合に、
その掛金の一部を助成

【新規加入掛金助成】
（１） 対象労働者の掛金月額の１／２（労働者ごとに上限5,000円）を、事業主が中退共制度に

新たに加入してから４か月目より１年間控除
（２） １週間の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者について、特例掛金月額（掛金月額

が2,000円・3,000円・4,000円のいずれか）が適用されている場合は、（１）の控除額に、
掛金月額が2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500
円を上乗せした額をそれぞれ控除

【掛金月額変更掛金助成】
対象労働者の掛金月額の増額分（増額前の掛金月額と増額後の掛金月額の差額）の１／３の
額を、増額した月より１年間、増額後の掛金月額の納付額から控除

８－Ⅱ　建設業退職金共済制度に係る掛金助成

　建設業退職金共済制度に新たに加入する事業主または既に
加入している事業主に対して、その掛金の一部を助成

対象労働者が建退共制度の被共済者となった月から12か月相当分の掛金額（日額310円）
の１／３（50日分）の納付を免除

８－Ⅲ　清酒製造業退職金共済制度に係る掛金助成

　清酒製造業退職金共済制度に新たに加入する事業主または
既に加入している事業主に対して、その掛金の一部を助成

対象労働者が清退共制度の被共済者となった月から12か月相当分の掛金額（日額300円）
の１／３（60日分）の納付を免除

８－Ⅳ　林業退職金共済制度に係る掛金助成

　林業退職金共済制度に新たに加入する事業主または既に加
入している事業主に対して、その掛金の一部を助成

対象労働者が林退共制度の被共済者となった月から12か月相当分の掛金額（日額470円）
の１／３（62日分）の納付を免除
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時代超えて「ものづくりは人づくり」
長所を生かし、確かな技術継承を
株式会社広瀬アルミは住宅用アルミサッシの一貫製造、アルミ形材部品の加工を手掛ける企業です。江戸時
代中期の銅製品製作に始まり、大正からは火鉢の落としを中心に製造。昭和35年に大手アルミメーカーから
の依頼を機にアルミ加工へと軸足を移し、時代と共に技術を高めながらものづくり企業として成長を続けてい
ます。代表取締役社長を務める廣瀬宏一氏に、これまでの歩みや将来への取り組みについて伺いました。

株式会社広瀬アルミ
代表取締役社長　葊瀬 宏一 氏

火鉢の落としを長年製作
Ｑ.江戸時代よりものづくりに携
わってこられた、これまでの歩
みをお聞かせください。

　当社の原点は江戸中期に始め
た銅製品の製作とされ、実は私
が何代目なのかもわかりません。
当時は葊瀬半平の屋号で、わが
家に残る明治期の大福帳（商店
の元帳）によると、東京や大阪
でも取引していたようです。
　大正初めに広瀬製作所とし
て、木製火鉢の落とし（灰や炭
を入れる炉の部分）を中心に製
造し、落としをはめこむ漆器の
産地などに納めていました。先
代の父は頼まれて下呂温泉にあ
る老舗旅館の初代の銅像を製作
したこともありました。
　昭和35年、三協アルミニウム

工業株式会社（現・三協立山株
式会社）が設立され、当社は深
絞り加工ができるドローイング
プレスを活用して、アルミ製鍋
を受注生産することになりまし
た。父も火鉢の需要減少を見据
えて活路としたのでしょう。協
力工場としてアルミ板加工に軸
足を移しました。その後、三協
アルミの主力製品が建材へとシ
フトし、当社も昭和47年に株式
会社広瀬アルミへと組織変更し
て、住宅サッシ生産に対応した
福光工場を新設しました。
　高度成長の繁忙期は高岡の本
社工場も含めてフル稼働で、住み
込みの従業員もいました。私は工
場の中で育ったようなものです。
当時、従業員は仕事が終わると会
社の風呂に入ってから帰宅してい
たので、一緒に入っていました。

設備機械を自社で製作
Ｑ.アルミ形材加工を中心とする
生産体制や強みについてお聞
かせください。

　高岡本社と福光の２工場では
住宅用サッシ製品、三協アルミ
社の２工場でも構内外注でサッ
シとエクステリアを生産してい
ます。サッシも材料、種類、色
が多様化し、サイクルも短く、
各所で異なる商品を作っていま
す。一時期ヒートシンクやソー
ラーパネル関連部品も生産。い
ろいろ切り替わるなかで、建材
は継続しています。形材に切断、
穴あけ等の各種加工を施し、部
品を取り付けてサッシに組み立
て、梱包して出荷するまでを一
貫して手掛けています。
　加工用の設備機械、各種金型

本社社屋 明治～大正期の大福帳

経営者に聞く
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時代超えて「ものづくりは人づくり」
長所を生かし、確かな技術継承を
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代中期の銅製品製作に始まり、大正からは火鉢の落としを中心に製造。昭和35年に大手アルミメーカーから
の依頼を機にアルミ加工へと軸足を移し、時代と共に技術を高めながらものづくり企業として成長を続けてい
ます。代表取締役社長を務める廣瀬宏一氏に、これまでの歩みや将来への取り組みについて伺いました。

株式会社広瀬アルミ
代表取締役社長　葊瀬 宏一 氏

火鉢の落としを長年製作
Ｑ.江戸時代よりものづくりに携
わってこられた、これまでの歩
みをお聞かせください。

　当社の原点は江戸中期に始め
た銅製品の製作とされ、実は私
が何代目なのかもわかりません。
当時は葊瀬半平の屋号で、わが
家に残る明治期の大福帳（商店
の元帳）によると、東京や大阪
でも取引していたようです。
　大正初めに広瀬製作所とし
て、木製火鉢の落とし（灰や炭
を入れる炉の部分）を中心に製
造し、落としをはめこむ漆器の
産地などに納めていました。先
代の父は頼まれて下呂温泉にあ
る老舗旅館の初代の銅像を製作
したこともありました。
　昭和35年、三協アルミニウム

工業株式会社（現・三協立山株
式会社）が設立され、当社は深
絞り加工ができるドローイング
プレスを活用して、アルミ製鍋
を受注生産することになりまし
た。父も火鉢の需要減少を見据
えて活路としたのでしょう。協
力工場としてアルミ板加工に軸
足を移しました。その後、三協
アルミの主力製品が建材へとシ
フトし、当社も昭和47年に株式
会社広瀬アルミへと組織変更し
て、住宅サッシ生産に対応した
福光工場を新設しました。
　高度成長の繁忙期は高岡の本
社工場も含めてフル稼働で、住み
込みの従業員もいました。私は工
場の中で育ったようなものです。
当時、従業員は仕事が終わると会
社の風呂に入ってから帰宅してい
たので、一緒に入っていました。

設備機械を自社で製作
Ｑ.アルミ形材加工を中心とする
生産体制や強みについてお聞
かせください。

　高岡本社と福光の２工場では
住宅用サッシ製品、三協アルミ
社の２工場でも構内外注でサッ
シとエクステリアを生産してい
ます。サッシも材料、種類、色
が多様化し、サイクルも短く、
各所で異なる商品を作っていま
す。一時期ヒートシンクやソー
ラーパネル関連部品も生産。い
ろいろ切り替わるなかで、建材
は継続しています。形材に切断、
穴あけ等の各種加工を施し、部
品を取り付けてサッシに組み立
て、梱包して出荷するまでを一
貫して手掛けています。
　加工用の設備機械、各種金型

本社社屋 明治～大正期の大福帳

経営者に聞く

や治工具も自社で製作できるの
が強みです。作業工程等の変更
にも素早く対応でき、短納期、
コスト抑制につなげています。
　課題は各工程で導入が進むコ
ンピュータ化への対応です。伝
票１枚ごとに寸法も違えば、金型
の順番もさまざまで、QRコード
などですべて漏れがないように次
の工程とリンクさせたりしていま
すが、それらを動かすのは人の
手です。また、押出材の性質上、
コンピュータに任せきりだと形材
の切断精度に微妙な差が出る影
響で、各部品との誤差を生むた
め、そのあたりの融合も必要です。

ベクトルを同じ向きに
Ｑ.アルミを通じて優れた品質を
追求し、信頼される企業を目
指していく上で、どのようなこ
とを重視されていますか？

　人材育成が最も大切であり、
難しいと日々実感しています。
少子化で人員の確保も一層厳し
くなっています。ものづくりは
人づくり。人がいなければ「も
の」はつくれません。
　能力の向上というより、いか
にしてベクトルを同じ方向にし
ていくかを大切にしています。
まずは仕事に興味ややりがいを
もってもらえるように、言葉だ
けでなく、一緒に取り組む姿勢

を心掛けています。短所はいく
ら怒っても直しきれないもので、
一人ひとりの長所を伸ばすこと
が人づくりであると考えます。
　新型コロナの影響で人を集めて
の朝礼を控えたり、私が各工場に
立ち入る回数も減ったりして、思
いを伝える機会が少なくなってい
ます。コミュニケーションを意識
的に図る必要性を感じています。
　NCがあれば熟練工でなくても
切削できる時代でも、ものづくり
は微妙な加減や感覚を必要とす
る場面があります。例えば、火鉢
の落としの製作は不慣れだと工具
の角が当たって金属が延びるどこ
ろか割れてしまうように、アルミ
板も刃の方向や角度などが合って
いればスムーズに切れて異音はし
ないものです。職人的な技術の
継承も大切にしたいと考えます。
　今年、息子が取締役に就きま
した。私自身、父と仕事の話を
したことがなく、時代が変われ
ばやり方も変わるという考えで
す。息子の代もその時の状況に
応じて、新しい考えをもって進
むしかないと思っています。

研鑽や情報交換の場
Ｑ.平成23年から専務理事を務め
る三協アルミ協同企業組合に
ついてお聞かせください。

　当組合は昭和35年12月、当時

の三協アルミニウム工業株式会
社の協力メーカーの資金調達を
目的として設立されました。父
も設立から関わったと聞いてい
ます。組合員11名でスタートし、
徐々に増えて平成８年には53名
を数えたこともありました。
　時代と共に資金調達を支援す
る役割は薄れていますが、現在
（令和３年５月末）は38名で組
織し、活動として年１回、さま
ざまな業界から講師を招き研修
を行っています。昨年は新型コ
ロナの影響で開催できませんで
したが、視野を広げるとともに
組合員の貴重な情報交換や親睦
の機会となっています。

DIYや湯めぐり楽しむ
Ｑ.休日はどのように過ごされて
いますか？

　庭や家の手入れなど、DIYを
楽しんでいます。湯めぐりも好
きで、子どもが小さい頃は家族
旅行やドライブを兼ねて、富山
県内のほか、石川、岐阜などの
近県にも足を延ばしました。富
山県内の主だった湯はほぼ訪れ
たと思います。最近は福光で湯
めぐりパスポートを利用した
り、近場の天然温泉や炭酸泉で
楽しんでいます。

ひろせ・こういち
昭和32年6月18日、高岡市生まれ。
56年、東海大学工学部卒業後、三協
アルミニウム工業株式会社を経て、62年、
株式会社広瀬アルミに入社。
平成５年、常務取締役、７年、代表取締
役社長に就任。平成23年、三協アルミ
協同組合専務理事、令和元年、三協立山
協力工場連絡協議会会長に就任、現在
に至る。富山県中小企業団体中央会副
会長。
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　日本の伝統的食文化「和食」に不可欠な調味料である醤油と味噌。皆さんのご家庭でもお気に入りの商品を
ご利用されているのではないでしょうか？今回は、富山県内の醤油・味噌製造業者で組織されている富山県醤
油味噌工業協同組合をご紹介いたします。

富山県醤油味噌工業協同組合さんよりこんにちは

◆組合のあゆみ
　昭和4年、富山県一円を地区とする任意組合として発
足。以降、数度の組織変更を経て、昭和22年に現名称へ
改称されました。
　組合員の醤油・味噌製造に必要な原材料（米、小麦
等）の共同購買事業は現在も行われており、また、昭和43
年には生揚醤油（諸味を搾り、熱処理などを施していな
い状態の醤油）の共同生産工場を設置するなど、高品
質・高付加価値製品の製造に貢献してきました。

◆各種組合事業の実施状況
　平成24年9月、組合事務所を現在地に移転。現在は下
記事業に取り組んでいます。
① しょうゆJAS規格による分析試験の実施
　組合では専用分析室を設置しており、うま味成分の指
標である全窒素分や食塩分などの分析試験のほか、検
査員による官能検査（色・味・香り）を実施しています。
② 共同宣伝事業の実施
　食の多様化や人口減少により、醤油・味噌の消費量が
減少する中、富山県産商品のPRを行うため組合でポス
ターを製作。各組合員さんに配付し活用していただいて
おります。

③ 教育情報提供事業の実施
　HACCPの導入や食品表示をはじめとした法令遵守に
関する研修会を定期的に実施するほか、各種法改正に伴

う情報提供を行っています。

◆小学校への出前授業
　無形文化遺産「和食」の代表的な伝統調味料「醤
油」の魅力を伝えるのが「しょうゆもの知り博士の出前
授業」です。しょうゆ博士の資格を持った組合員が、五感
を使った体験を通じて楽しく発酵の仕組みを伝えます。
醤油と日本の伝統食品に興味を持ってもらう「食育」を目
的としています。
　興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さい。

◆今後の取り組み
　「醤油・味噌は日本人の心の糧であり、商品の良さを
再認識していただきたい」と語る荒木理事長。近年では
食文化を問わず、料理に深みを与える調味料として海外
からも注目されており、輸出拡大にも取り組んでいきたい
とのことでした。
　今後も、安心・安全でおいしい醤油・味噌をお届けし
たいと考えております。

組合で製作したポスター

組 合紹介

出前授業の様子

組 合 名 称 富山県醤油味噌工業協同組合
設 立 昭和22年4月2日
所  在  地 滑川市下梅沢1320番地16
理  事  長 荒木　博
組 合 員 数 27名
TEL・FAX 076-475-4733・076-475-3817

◆ 組 合 概 要 ◆
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　本会では、去る5月26日（水）にANAクラウンプラザホテル3階 鳳において、第66回令和3年度通常総会
を開催し、上程された6議案全てについて承認されました。
　本年度事業計画では、組合支援に係る各般の事業を引き続き実施するほか、新たに中小企業組合のＤＸ

（デジタル・トランスフォーメーション）を推進し、生産性の向上や働き方の変革による業界の発展を加速す
るため「中小企業組合ＤＸ推進事業」を実施することが決定されました。

《新役員》
　理事　明石　大洋
 （富山県農業機械商業（協）理事長）

　理事　中西　誠
 （中西グループ（協）理事）

　理事　米澤　政幸
 （富山県木材（協連）会長）

　共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を支援する「取引力強化推進事業」、小企業者組
合が組合員及び組合の活性化のために実施するフィージビリティ・スタディ等を支援する「小企業者組合成
長戦略推進プログラム等支援事業」について公募した結果、下記の組合が採択されました。

令和3年度通常総会を開催

取引力強化推進事業及び小企業者組合成長戦略推進プログラム等
支援事業の採択結果について

中 央会いんふぉめーしょん

通常総会の様子

取引力強化推進事業（２組合）

小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業

（協）入善ショッピングセンター
　事業テーマ名：30 周年記念リニューアル事業計画の策定

富山県瓦工事業（協）
　事業テーマ名：共同事業の活性化・受注拡大のための組合ホームページのリニューアル事業

砺波市五谷観光（企）
　事業テーマ名：消費者ニーズ把握と地元食材を使ったレストラン新メニューの開発
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「バーチャル組合総会 / 理事会実務指針」のポイント及び
ＷＥＢ会議システムの基本的な使い方に関するセミナーを

開催しました

富山県中小企業レディース連絡会

組合女性部懇談会を開催しました

　6 月 23 日（水）、とやま自遊館（富山市）にて、組合女
性部懇談会を開催しました。
　懇談会は、組合女性部の活性化を目指し情報交換と交
流促進を図るため開催しているもので、富山県中小企業
レディース連絡会の昨年度事業の報告を行ったほか、令
和 3 年度において実施する予定の事業内容について協議
しました。
　各組合女性部より、組合女性部の現在の活動状況や
今後の活動についてお話いただき、新型コロナ感染症拡
大の影響や女性部活動における課題があげられるなど参
加者らは活発に意見交換を行いました。 懇談会の様子

元 気印 !  青年部・女性部

　7月29日（木）、富山流通会館（富山市）にて、「バーチャル組合総会/理事会実務指針」のポイント及び
ＷＥＢ会議システムの基本的な使い方に関するセミナーを開催しました。
　本セミナーは、組合の総会や理事会をオンライ
ンで開催する場合の法的・実務的な論点や具体
的対応策を示した「バーチャル組合総会／理事会
開催に関する実務指針」が今年5月に経済産業省
より公表されたことを受けて開催したものであり、
実務指針のポイントについて紹介するとともに、
WEB会議システムとして広く普及したZoomの基
本的な使い方について解説が行われました。

セミナーの様子

富山県中小企業レディース連絡会
役員の退任に伴う選任について
 （旧）幹 事　　池内 紀子 氏（富山県自動車車体整備協同組合女性部会 直前会長）
 （新）幹 事　　金三津 貴子 氏（富山県自動車車体整備協同組合女性部会 会長）
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県生協と連携し「家電のお困りごと」を解決します

連携事業継続力強化計画の認定を受けました

　富山県電機商業組合では、6 月より富山県生活協同組
合と連携し、家電に関する訪問サービスを開始しました。
　本サービスは富山県生活協同組合の配達員が利用者
から家電の不具合などの相談を受けた場合、両組合を
通じて近隣の電気店を紹介し家電のお困りごとを解決す
るもので、「便利」「納得」「気安さ」をモットーに地域
密着型サービスを実施しています。
　換気扇やアンテナの交換、エアコンのクリーニングな
ど、家電の点検や修理は是非「まちのでんき屋さん」へ
お気軽にご相談ください。

　防災・減災に取り組む中小企業がその取組内容（事前対策）を計画としてとりまとめ、当該計画を国が認定する「事
業継続力強化計画」制度が令和元年 7 月16 日に創設されています。
　「事業継続力強化計画」の申請は、単独の企業で作成する「事業継続力強化計画」と、複数の企業が連携して
作成・申請する「連携事業継続力強化計画」があり、下記 2 組合が連携事業継続力強化計画の認定を受けました。
　認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。

認定ロゴマーク

組 合だより

富山県電機商業組合

富山県スポーツ用品協同組合
協同組合福岡金属工業団地

（工事例）
・照明器具交換
・コンセント交換
・アンテナ交換
・換気扇交換
・蛍光ランプ交換

代表者 富山県スポーツ用品（協） （協）福岡金属工業団地

事業者名

㈲スポーツのマンゾク
スポーツキャプテン
㈲ＭＳスポーツ
㈱太陽スポーツ
㈲グリーンスクエア
ブンシンスポーツ
ジョーヅカスポーツ

三雄工業㈱
㈱道峰
㈲ヨツヤ鉄工所

認定日 令和 3 年 4 月1日 令和 3 年 5 月 24 日
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出席理事の一部が承認捺印しなかった場合の
理事会議事録の取扱いについて

当該議事録の内容が事実に反していない限り、理事
会の議事の証拠となります。
出席理事及び監事の署名又は記名押印は、記載さ
れた内容が事実と相違ないことを証明するためのもの
です。出席理事及び監事の何人かの署名又は記名押
印がないからといって、その議事録が直ちに意味を失
うものではなく、当該議事録の内容が事実に反してい
ない限り、理事会の議事録の証拠となるものと解しま
す。したがって、理由なく署名又は記名押印を拒否す

る理事及び監事がいる場合は、不承認理事の署名の
ない議事録の作成をもって法律上の議事録は作成され
たものとみなします。
なお、出席理事及び監事は議事録が事実に反しな
い限り署名又は記名押印を拒否するべきものではな
く、もし理由なく署名又は記名押印を拒否した場合に
は、中小企業等協同組合法第 36 条の 3（役員の職務
及び権限等）に違反することとなります。

A

Q 　中小企業等協同組合法第36条の7第1項により、「理事会の議事録が書面をもって作成されていると
きは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない」とされていますが、
出席理事の一部が議事録不承認であるとして、署名又は記名押印をしない場合、議事録の取扱いはどうな
るのですか？

　このコーナーでは、日ごろ中央会へ多く寄せられる事業協同組合等の運営に関する質問について回答とともに
紹介します。

組 合 Q&A

リフォームできるのは「家」だけではありません

コロナ禍の影響もあり、お墓参りを控えた方もおられるのではないでしょうか？
先祖代々受け継いできたお墓を大切に継承していきたい方には、お墓のリフォームをご提案します。
（お墓のリフォームとは、極力、元の墓石を残した上で、きれいな状態に復旧させることをいいます。）

この他にも多様な施工例がありますので、お墓のご相談は信頼できる石材店にご相談ください。
（情報提供：富山市石材加工協同組合）

扉を広げ、花立て・香炉を設置した施工例。

富山県で使用される骨壺は大きいものが

多く、納骨の際に入れやすい観音開きを

採用しています。

施工前 施工後

ほっと一息
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本年度より勤務しております。お会いする方々に度々名前を聞き返されることがある

のですが、「なかなが」といいます。なかなか舌の回らない苗字だと私自身も感じていま

すが、この苗字は県内に数えるほどしかないらしく、少しばかり誇りを持っております。

私は大学卒業後、都内の企業に就職したのち故郷の富山に戻ってまいりました（い

わゆるUターン就職です）。豊富な水と食材、真面目で勤勉な県民性、自然災害が少な

いこと（地震発生回数は全国で最小）など、改めて富山の良さを噛み締めているところ

です。

休日はカメラ撮影をしており、主にスポーツや風景を撮っています。都内に住んでいた

頃はJリーグの試合を撮影しに行きました。イニエスタ選手など世界を代表するトップ選

手たちのプレイをカメラに収めることができたのは何よりも興奮しました。今まではカメ

ラを片手に外出することが多かったですが、現在はコロナ禍により暫く自粛しておりま

す。密を気にすることなく外出できる日を切に願っております。今後の目標としては、カメ

ラサークルに所属し、活動の幅を広げることや富山らしい写真を撮りに行くことです。

ホタルイカの身投げなど神秘的な瞬間を是非カメラに収めたいと計画しています。

まだまだ右も左も分からない私ですが、組合の皆様に少しでもご支援ができるよう

日々精進してまいりたいと考えております。どうぞ宜しくお願いいたします。

富山県中小企業団体中央会

主事　中永   将貴

故郷の良さ、再認識 ! !
事務局ペンリレー

富 山県からのお知らせ

　富山県では、県下中小企業の経営者や従業員の人材育成を目的に「とやま中小企業人材育成カレッジ」を開講して
います。他の機関の講座と比較して受講料はお安く、全国的に活躍されている講師陣を招聘します。

開催場所：富山県中小企業研修センター（富山市赤江町 1-7）（一部の講座はオンライン聴講可）

品質管理の考え方・進め方　【生産現場の管理者・新任管理者・従業員】

［開催日］ 10 月 5 日（火）、6 日（水）【2 日間】　　各日　9:30 ～ 16:30
［内容］ 製造現場での品質管理・品質保証の考え方や手法を演習を通じて学びます。
［申込締切］ 9 月17 日（金）
［受講料］ 13,200 円（税込）

成果を出す新規顧客開拓　【営業部門の管理者・新任管理者・リーダー・営業社員】

［開催日］ 9 月 28 日（火）、29 日（水）【2 日間】　　各日　9:30 ～ 16:30
［内容］ 新規顧客開拓で成果をあげるために工夫された営業手法等を学びます。
［申込締切］ 9 月10 日（金）
［受講料］ 13,200 円（税込）

中小企業大学校 金沢キャンパスとの連携研修も開催しています。
申込方法、研修の詳細などは、ホームページをご確認ください。
問合せ：富山県商工会連合会 組織運営課　（TEL. 076-441-2716）

令和３年度とやま中小企業人材育成カレッジ　受講生募集！

とやま中小企業人材育成カレッジ 検索
詳しくは
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工場　：　入善・大沢野・八尾

「誠実、努力、そして創造」

代表取締役会長　　津根　良孝
代表取締役社長　　津根　良彦

富山県富山市婦中町高日附852番地　婦中機械工業センター内

　TEL (076) 469-3330　FAX (076) 469-5244　　URL　https://www.tsune.co.jp　
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